
 

み
や
ぎ
食
と
農
の
県
民
条
例 

農
業
は
、
太
古
か
ら
人
の
生
命
を
は
ぐ
く
む
源
泉
で
あ
り
、
自
然
条
件
に
よ
っ
て
生
産
量
が
変
動
し
や
す
い
な
ど
の
不
安
定
な
要

素
を
有
し
な
が
ら
、
国
や
地
域
の
重
要
な
存
立
基
盤
を
成
し
て
き
た
。 

世
界
の
総
人
口
の
増
加
に
よ
る
食
料
消
費
の
増
大
な
ど
が
予
測
さ
れ
、
将
来
的
に
は
世
界
的
な
食
料
危
機
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と

が
危
惧
さ
れ
る
中
で
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
国
際
的
な
協
力
を
図
り
な
が
ら
、
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
た
食
料
供
給
と
農
業
生
産

体
制
構
築
の
努
力
が
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
。 

一
方
、
こ
の
よ
う
な
中
で
、
本
県
農
業
は
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
の
主
要
な
食
料
供
給
基
地
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
と
も

に
、
基
幹
産
業
と
し
て
、
地
域
経
済
を
支
え
て
き
た
。 

近
年
、
農
業
者
の
減
少
や
高
齢
化
及
び
農
地
面
積
の
減
少
に
よ
る
生
産
体
制
の
脆
弱
化
な
ど
が
懸
念
さ
れ
る
中
で
、
心
な
ご
む
景

観
や
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
、
作
物
を
収
穫
す
る
こ
と
の
喜
び
な
ど
を
通
じ
て
、
人
々
の
農
業
・
農
村
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。 

肥
沃よ

く

な
耕
土
に
恵
ま
れ
、
ま
た
長
き
に
わ
た
り
培
っ
て
き
た
技
術
や
、
様
々
な
困
難
を
克
服
し
て
き
た
先
人
た
ち
の
知
恵
の
蓄
積

な
ど
を
有
す
る
本
県
は
、
良
質
で
豊
か
な
農
産
物
生
産
県
と
し
て
、
さ
ら
に
将
来
に
向
け
て
、
様
々
な
利
点
や
蓄
積
を
生
か
し
、
農

業
及
び
農
村
を
発
展
さ
せ
て
い
く
責
務
が
あ
る
。 

こ
こ
に
、
本
県
が
世
界
や
我
が
国
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
農
業
・
農
村
の
将
来
に
わ
た
る
振
興
に
努
め
て
い
く
こ
と
を
宣
言
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
振
興
方
策
を
広
く
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
本
県
に
お
け
る
農
業
・
農
村
振
興
の
目
標
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
目
標
達
成
に
向
け
た
推
進
方
策

を
示
し
、
県
民
の
共
通
理
解
の
も
と
、
目
標
の
実
現
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



 

（
農
業
・
農
村
振
興
の
目
標
） 

第
二
条 

県
は
、
次
に
掲
げ
る
目
標
の
も
と
で
農
業
・
農
村
の
振
興
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

一 
県
民
に
安
全
で
安
心
な
食
料
が
安
定
的
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
。 

二 

次
代
の
農
業
者
を
育
成
し
つ
つ
、
環
境
へ
の
十
分
な
配
慮
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
将
来
に
わ
た
り
農
業
が
持
続
的
に
営
ま

れ
る
こ
と
。 

三 

県
民
及
び
国
民
へ
の
や
す
ら
ぎ
空
間
の
提
供
、
文
化
の
継
承
、
景
観
の
保
全
等
、
農
業
・
農
村
の
有
す
る
多
面
的
な
機
能
を

十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
。 

四 

多
彩
で
豊
か
な
農
産
物
の
生
産
の
場
で
あ
る
農
村
の
経
済
的
な
発
展
及
び
総
合
的
な
振
興
が
図
ら
れ
る
こ
と
。 

（
県
の
責
務
と
役
割
） 

第
三
条 

県
は
、
農
業
・
農
村
の
振
興
に
向
け
、
地
域
の
特
性
に
配
慮
し
な
が
ら
、
国
、
市
町
村
、
農
業
者
、
農
業
団
体
、
消
費
者

等
と
の
連
携
を
図
り
、
総
合
的
に
施
策
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
町
村
の
責
務
と
役
割
） 

第
四
条 

市
町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
県
、
農
業
者
、
農
業
団
体
等
と
協
力
し
な
が
ら
、
農
業
・
農

村
の
振
興
を
積
極
的
に
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
農
業
者
及
び
農
業
団
体
の
責
務
と
役
割
） 

第
五
条 

農
業
者
及
び
農
業
団
体
は
、
農
業
・
農
村
の
振
興
に
向
け
、
自
ら
主
体
的
に
努
力
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
県
民
、
事
業
者
等
の
責
務
と
役
割
） 

第
六
条 

県
民
、
食
品
関
連
産
業
事
業
者
等
は
、
地
域
農
産
物
の
消
費
及
び
利
用
を
進
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
農
業
・
農
村
の
振
興



 

へ
の
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
農
業
・
農
村
振
興
に
関
す
る
主
要
な
方
策
） 

第
七
条 
県
は
、
第
二
条
に
掲
げ
た
目
標
の
達
成
に
向
け
、
次
に
掲
げ
る
方
策
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

有
機
農
産
物
の
生
産
及
び
広
く
学
校
給
食
を
は
じ
め
と
し
た
利
用
拡
大
等
を
進
め
る
と
と
も
に
、
有
機
農
産
物
等
認
証
制
度

等
に
よ
り
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
体
制
を
整
備
し
、
安
全
で
安
心
な
食
料
の
安
定
的
な
供
給
を
図
る
こ
と
。 

二 

農
業
生
産
活
動
に
お
け
る
資
源
循
環
機
能
の
維
持
増
進
及
び
環
境
へ
の
負
荷
低
減
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
良
好
な
農
村
地

域
の
景
観
形
成
を
図
る
こ
と
。 

三 

世
界
の
食
料
情
勢
を
視
野
に
入
れ
、
農
業
技
術
の
高
度
化
、
優
良
農
地
の
確
保
、
生
産
基
盤
の
整
備
等
を
進
め
、
我
が
国
全

体
の
食
料
自
給
率
の
向
上
に
も
寄
与
す
る
よ
う
、
将
来
に
向
け
て
農
産
物
の
安
定
し
た
生
産
量
の
確
保
を
図
る
こ
と
。 

四 

産
地
直
結
で
の
販
売
に
よ
る
域
内
流
通
及
び
域
内
消
費
の
拡
大
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
産
地
銘
柄
の
確
立
を
進
め
る
こ
と

等
に
よ
り
、
農
産
物
の
販
売
力
向
上
を
図
る
こ
と
。 

五 

農
地
の
利
用
集
積
等
、
中
核
的
な
農
業
者
の
経
営
基
盤
の
強
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
多
様
な
担
い
手
に
対
す
る
就
農
及
び

営
農
支
援
等
、
次
代
の
農
業
者
の
育
成
及
び
確
保
を
図
る
こ
と
。 

六 

食
生
活
の
多
様
化
等
の
消
費
動
向
を
踏
ま
え
た
収
益
性
の
高
い
農
産
物
へ
の
転
換
、
生
産
体
制
の
効
率
化
等
を
進
め
、
生
産

構
造
の
転
換
を
図
る
こ
と
。 

七 

農
業
と
商
業
、
工
業
、
林
業
、
水
産
業
等
と
の
連
携
の
強
化
及
び
農
産
物
の
高
付
加
価
値
化
の
た
め
の
農
業
関
連
産
業
の
推

進
等
に
よ
り
、
農
業
を
核
と
し
た
新
た
な
地
域
産
業
の
創
出
を
図
る
こ
と
。 

八 

都
市
と
農
村
の
交
流
促
進
、
県
民
へ
の
農
業
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
学
習
機
会
の
充
実
等
を
推
進
し
、
農
業
及
び
農
村
の



 

重
要
性
へ
の
理
解
醸
成
を
図
る
こ
と
。 

九 

農
村
地
域
の
生
活
環
境
整
備
及
び
中
山
間
地
域
の
振
興
を
進
め
る
と
と
も
に
、
文
化
及
び
伝
統
を
継
承
、
環
境
保
全
等
の
農

業
・
農
村
の
有
す
る
多
面
的
な
機
能
が
発
揮
さ
れ
た
快
適
で
魅
力
あ
る
農
村
づ
く
り
を
図
る
こ
と
。 

（
基
本
計
画
の
策
定
） 

第
八
条 

知
事
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
方
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
農
業
・
農
村
の
振
興
に
関
す
る
概
ね
十
年
を
期
間
と

す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

国
内
自
給
率
向
上
に
向
け
た
県
内
農
産
物
の
生
産
目
標
、
農
地
確
保
の
目
標
面
積
等
、
農
業
・
農
村
振
興
に
関
す
る
主
要
の

目
標 

二 

前
号
の
目
標
の
達
成
に
向
け
た
主
要
な
方
策
及
び
施
策 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
業
・
農
村
振
興
の
た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 

知
事
は
、
基
本
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
広
く
県
民
の
参
画
す
る
審
議
機
関
に
お
い
て
検
討
を
行
う
な
ど

、
県
民
意
見
の
集
約
と
反
映
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

前
三
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
平
一
五
条
例
一
・
一
部
改
正
） 

（
事
業
の
実
施
状
況
等
の
報
告
） 



 

第
九
条 

知
事
は
、
基
本
計
画
の
推
進
に
当
た
っ
て
県
民
意
見
の
集
約
と
反
映
を
図
る
た
め
、
県
議
会
及
び
県
民
に
対
し
、
毎
年
度
、

基
本
計
画
の
推
進
に
向
け
た
事
業
の
実
施
状
況
及
び
予
定
等
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
五
年
ご
と
に
基
本
計
画
の
目
標
達
成
状
況

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
行
政
体
制
の
整
備
等
） 

第
十
条 

県
は
、
前
二
条
に
よ
り
計
画
的
な
施
策
推
進
に
努
め
る
な
ど
の
ほ
か
、
農
業
・
農
村
振
興
に
向
け
た
組
織
体
制
等
行
政
体

制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
条
例
の
周
知
広
報
） 

第
十
一
条 

県
は
、
こ
の
条
例
及
び
農
業
・
農
村
振
興
施
策
の
県
民
等
へ
の
周
知
及
び
広
報
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
一
五
年
条
例
第
一
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
降
の
計
画
の
策
定
、
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 


